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第10回 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム (第 1部 )
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保護者制度・入院制度について

平成22年 10月 21日

厚生労働省精神・障害保健課

I これまでの経緯



保護者制度・ス院制度に係るこれまでの経緯

年 保護者制度 入院制度

精
神
病
者
監
護
法

明治 33年 ・精神病者監護法の公布
① 後見人、配偶者、親権を行う父又は母、戸主、親族で
選任した四親等以内の親族を精神病者の監詩義務者と
して、その順位を定める。
また監護義務者がないか、いてもその義務を履行でき

ないときは住所地、所在地の市区町村長に監護の義務
を負わせる。

② 精神病者を監置できるのは監誰義務者だけで、病者
を私宅、病院などに監置するには、監護義務者は医師の
診断書を添え、警察署を経て地方長官に願い出て許可

を得なくてはならない。

精
神
病
院
法

大正8年 ・精神病院法の公布
地方長官は、医師の診断により、精神病

者監護法によって市区町社長が監墨立至登

三、罪を犯した者で司法官庁が特に危険があ
ると認める者、療養の道なき者、地方長官が
入院の必要を認める者等を精神病院に入院
させることができる。

精
神
衛
生
法

昭 和 25年 ・精神衛生法の公布
保護義務者の制度の創設、私宅監置制度の廃止、保護義

務者による保護拘束の規定等

◎措置入院制度の創設 (第29条 )

◎保護義務者の同意入院制度の創設 (33
条 )

◎仮入院制度(3週間)創設 (第 34条 )

昭和40年
改正

・保護義務者による保護拘束の規定の削除 ◎緊急措置入院制度の創設 (第 29条の2)

◎入院措置の解除規定創設 (第 29条の4)

精
神
衛
生
法

昭和62年
改正

◎任意入院制度の創設 (第 22条の2)

◎同意入院を医療保護入院と改名 (第 33条 )

◎指定医の判定を入院要件化 (第 33条第 1

項 )

◎扶養義務者の同意による医療保護入院等を

認める仕組の導入 (第 33条第2項 )

◎医療保護入院に係る告知義務及び告知延

期期間の規定を創設 (第33条の3)

◎応急入院制度の創設 (第33条の4)

平成 5年改
正

・「保護義務者」の名称を「保護者」に改正
・措置解除により退院した場合等において、保護者は必要
に応じて精神科病院及び社会復帰施設 (障害福祉サービ
ス事業者)等に対して支援を求めることができる旨を新た
に規定(22条 の2)

◎仮入院期間を1週間へ短縮 (第 34条 )

平成 7年改
正

◎告知延長期間を4週間と設定 (第33条の3)

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律

平成 11年
改正

保護者の保護の対象から任意入院者及び通院患者を除
外

保護者の義務のうち自傷他害防止監督義務を削除 (保護
者の義務の軽減 )

保護者となることができる範囲に民法における成年後見
制度の保佐人を追加

◎移送制度を法律上明文化 (第29条の2の

2)

◎医療保護入院の要件の明確化 (任意入院等

の状態にない旨を明記)(第 33条第1項 )

◎移送制度の創設 (第 34条 )

◎仮入院制度の廃止

平成 17年
改正

◎特定医師の診察による医療保護入院等の

特例措置導入 (第 33条第4項、第33条の4

第2項 )



『精神保健医療福祉の更なる改革に向けてJ

平成21年9月 24日

今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会報告書 (抄 )

V今 後の課題

1_精神保健福祉法に関する課題

○ 精神医療の質の向上を図つていく上では、…・(中略 )・ …入院医療をはじめとして、人権
に配慮した適切な医療が透明性をもつて提供される制度としていくことが重要であり、精神
俣健福祉法につ Lヽても^阻 じを拠占ルオス糞作対会の車盟 :に自 l■て^「ス腱瞑精

中心から地域生活中心へJという基本的方向性を具体化していく観点から、諸外国の状
況や我が国における措粕優健雇糟福力}講菫の毅 :Π多膳主テつつ^ふ喜た 貝漕【′を行っ

ていく必要力
'あ

る。

○ 精神保健福祉法に基づく各種制度のうち、特に^ス腟贋籍にお r十 る優糟促肇ス臓制麿

のあり方や、保護者制度のあり方、精神医療審査会の機能の充実についてはヽ過去の
法 往 詢 T鮮 にEI露姜 議 が 各 わ れ、で お ‖ 組 締 的 r_‐翼 顕 ルた って Lヽる 。

○ また、現状においては、繕着ス院謝1麿や申請・通報制度、移送制度等の運用状況につい
て、都道府県等によって大きな違いがみられているが、精神医療を必要とする者につい
て、人権や本人の安全性に配慮しつつ適切に医療につなげていく観点からは、名誦椰 I「 虫
いて摘ITに橿日されるべ費ものである。

○ これらの課題については、本検討会においても議論を行い、
・ 家族 が 鷹繕俣肇 ス膿 ルLも職書‖ス臓の 日資書 ルな る割 麿 につ いて景宿 すベ タ

・ 俣 議 者常1磨は ^家族 と措神 瞳塞者六 人理方 の自 IEと な ってお tJ^景宙 l′を行うべき

コ未治療・治療中断等の重度精神障害者に対し地域生活を継続しながら医療的支援を提
供する体制、通院を促す仕組みを検討すべき
等の意見があつたところである。

〇 以下の点をltじめとする措粕倶健幅カト法の妻顕に聞する綸計の場を認 Iサ ^綸計に

着手すべきである。

・ 家族の同意によるス院制度のあり方について

“ 隆 唐 促 奎 ■ 腱 へ の 日 書 i全 ハ f燿 奎 書 鮨‖麿 の ふ ‖古 r「っ Lヽ 7

・ 未治療・治療中断者等への医療的介入のあり方や、通院医療の位置付けについて
・ 措 柚 贋 店 審 書 会 の 機 能 丼離 糧 で費る わめ の 方 讐 につ Lヽ て

・ 情報公開の推進も含めた隔離・身体拘束の最小化を図るための取組について

・ 地域精神保健における市町村、保健所、精神保健福祉センター等の行政機関の役割の
あり方について

○ なお、俣護者摘格が椰われ.る場合や認集1席富齢書等に対するス膿形能のあり方や、

申請・通報制度、移送制度等における関係機関との連携のあり方、個々の患者の病状の

変化に対応した適切な処遇の実施のための方策など、現行制度の改善のための方策につ
いては、随時検討を行い必要な対応を図るべきである。



今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会 (第21回)における意見

(今後の検討について)

0 別途検討する場を設けてほしい。

・ 別途検討する場を設ける際には、検討メンバーの半数程度は当事者にしてほしい。あわせて、当
事者からのヒアリングをもっと実施してほしい。

・ 障害者基本法上の障害者の定義との整合性も検討すべき。

(入院制度全体について)

0(医 療保護入院を廃止して)諸外国のように措置入院と任意入院の2種類の入院形態にすべき。

(措置入院について)

。 措置解除に至るまでの期間や入院期間の格差にも留意すべき。

【保護者制度について】

・ 保護者制度は廃止すべきである。

・ 精神保健福祉法は、家族の犠牲を前提とした制度設計になっており、前近代的な法律である。

・ 「治療を受けさせる義務」を素人である家族に担わせることは不合理である。特に、本人が未治

療者である場合に、そもそも本人が精神疾患の疑いがあるかどうかを家族が判断して精神科を
受診させることを法的義務として課していることは無理がある。

・ 重症化して入院に至らないような手当をしていくことが重要。

・ 単身者への支援を行つているが、入院治療へ繋げようとすると、入院に関する手続は家族が担う
ことになっている関係からか、病院から「保護者 (家族)を」と求められ、疎遠となつている家族と連
絡を取らぎるを得ず、より関係が悪化することもある。

・ 患者の権利擁護については、自治体に権利擁護センターのような機関を設置することも考えられ

る。その際、当該センターの職員に病院への立入権限を付与するなど訪問型のアプローチを実
施できるよう留意すべき。

・ 保護者には権利面だけを残し、義務は自治体が担うべき。

・ 精神保健福祉法から保護者の義務規定を削除したとしても、家族が、民法上の損害賠償責任か

ら逃れることはできないのではないか。不法行為により生じた損害に対し、誰が責任を取るのか。

保護者でないとすれば、病院の管理者なのか、自治体の長なのかという点を保護者制度を見直
す場合、検討しなければならない。

・ 保護者の代替として、「PersOnal Representauve」を立てることは考えられる。

・ 成年後見制度を活用するなら、鑑定費用を公費負担すべき。

・ 家族による保護者制度の撤廃をし、自治体が保護者になるべき(?)。



障害者制度改革の推進のための基本的な方向について

(平成22年6月29日閣議決定)(抄)

障害者制度改革の推進のための基本的な方向 (第一次意見)

(平成22年6月 7日障がい者制度改革推進会議)(抄 )

政府は、障がい者制度改革推進会議 (以下「推進会議」という。)の「障害者制度改革の推進のための

基本的な方向 (第一次意見)」 (平成22年 6月 7日 )(以下「第一次意見」という。)を最大限に尊重し、下

記のとおり、障害者の権利に関する条約 (仮称)(以下「障害者権利条約」という。)の締結に必要な国内
法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革の推進を図るものとする。

3個別分野における基本的方向と今後の進め方
以下の各個別分野については、改革の集中期間内に必要な対応を図るよう、横断的課題の検討

過程や次期障害者基本計画の策定時期等も念頭に置きつつ、改革の工程表としてそれぞれ検討期

間を定め、事項ごとに関係府省において検討し、所要の期間内に結論を得た上で、必要な措置を講

ずるものとする。

(4)医療
○ 精神瞳害者に対する強告」入院、強tlJ医 療介入等について、いわゆる『保護者tlj度 Jの見直し
等も含め。その在り方を検討し、平成24年内を目途にその結論を得るハ

○ 「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支援や地域生活における医療、生活面
の支援に係る体制の整備について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平

成23年内にその結論を得る。
○ 精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策について、総

合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成24年内を目途にその結論を得る。
○ 自立支援医療の利用者負担について、法律上の規定を応能負担とする方向で検討し、平成23

年内にその結論を得る。

8
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(推進会議の問題認識 )

障害者が地域において安心して自立した生活が送れるためには、すべての障害者が障害を理由とする差別なしに可能な限り最高水準の健康を享受
できるよう、必要な医療やリハビリテーション等が提供されなければならない。特に精神医療に関しては、医療と福祉が混在し制度上の問題を多く含ん
でいる精神保健福祉法の抜本的な改正が必要である。

r緒柏瞳奎書に封する強制ス膿等の阜清 :,1

観行籠J度では、精神饉窯者に対する措置ス院.層書保議ス院^豊当所の決
'に

よるス醸.■中l瞑繕介ス雲についてlt_―宝の要性の下て.

本人の日音をふ要とせずに、織姜‖的たス瞭 。口霧措僣カルス
「

ルが冨競ルなってお:J^艦奎書躙 l睾綺ふ膳圭テ_自由の劃壼ルLヽう霊占から綸
討すべき闇顕がある^

このため、現行の績神障害者に対する強tlJス 院.強告1医療介入馨について.いわゆる「優譜者告‖麿 i tl含 め、見直すべきである^【厚生労
働省】

【地域医療の充実と地域生活への移行】
精神科病院においては、入院治療の必要がないにもかかわらず、長期入院による自立生活の困難等の問題により入院せざるを得ない、いわゆる「社

会的入院」患者が厚生労働省の統計から推定される人数でも約7万人いるといわれている。
このような現状を改善するため、入院中の精神障害者に対する退院支援の充実を図るべきである。退院支援や地域生活への移行後における医療、

生活面からのサポート(ショートステイ等を含む。)の在り方については、総合福祉部会で検討を進める。【厚生労働省】

【精神医療の一般医療体系への編入】

現行制度においては、精神疾患のある患者は、臨時応急の場合を除いて、原則として精神病室以外の病室には入院できないこととなつており、このこ
とが精神障害者とつて一般医療サービスを受けることを困難にしている。また、精神科医療の現場においては、いわゆる「精神科特例」によリー般医療
に比して医師や看護師が少ない状況にある。
このような状況を踏まえ、以下を実施すべきである。

・精神医療の一般医療体系への編入の在り方について、総合福祉部会での今後の議論を踏まえ、推進会議において検討を進める。
・特に精神医療の現場における医師、看護師が一般医療より少ない現状を改善し、その体制の充実を図るため、「精神科特例」の廃上を含め、具体的
な対応策を講ずる。【厚生労働省】

【医療に係る経済的負担の軽減】
障害者は健康面における特段の配慮や対応を必要とする場合が多いが、継続的な治療等に要する費用負担が大きいため、必要な医療を受けること

が困難な状況がある。
このような状況を改善するため、障害者がその健康状態を保持し、自立した日常生活等を営むために必要な医療を受けたときに要する費用負担につ

〕い

V



障害者の権利に関する条約 (仮訳文)(抄 )

第十四条 身体の自由及び安全

1 締約国は、障害者に対し、他の者と平等に次のことを確保する。

(a)身体の自由及び安全についての権利を享有すること。

rb潔準 にマ r士 黎 音 的 に自 由多 奎 お お_r_・ Lヽ

「
ル Lヽ 力 r_・ ス 自 由 の は(奎i津律 IF滞ぅ7得

わ れ る こル■ び Lヽか た る場 合 にお Lヽても自由の rt(奎が 膳 塞 の 有 右 によって iF当イk富 ねヽ

な もヽこと。

2 締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合であつても、当該障害者が、
他の者と平等に国際人権法による保障を受ける権利を有すること並びにこの条約の目的及
び原則に従つて取り扱われること(合理的配慮の提供によるものを含む。)を確保する。

第十九条 自立した生活及び地域社会に受け入れられること

この条約の締約国は、すべての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で

生活する平等権利を認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会

に完全に受け入れられ、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。
この措置には、次のことを確保することによるものを含む。

ra)瞳 襄 書 が _他の 書 と平 等 に^塵倖 皿 を選 親 l′.■び どこで華 と牛 活する か を獲編 する

機 会 を有 する こル並 び に彗 宇 の 屈 倖 補 認 で仕 活オス蓋 菫 ふ色 お な い

「

ル.

(b)地域社会における生活及び地域社会への受入れを支援し、並びに地域社会からの孤立及び

隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サービス (

人的支援を含む。)を障害者が利用することができること。

(c)一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとって他の者と平等に利用可能で

り、か'つ ニーズに対応しているこ
10

Ⅱ 保護者制度について



保護者制度の概要

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(昭和二十五年法律第百二十三号)(抄 )

(保護者 )

第二十条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに

該当する者は保護者とならない。
一 行方の知れない者
二 当該精神障害者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
四 破産者
五 成年被後見人又は被保佐人
六 未成年者
2保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後
見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
一 後見人又は保佐人
二 配偶者
三 親権を行う者
四 前二号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
3前項ただし書の規定による順位の変更及び同項第四号の規定による選任は家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)の適用については、
同法第九条第一項 甲類に掲げる事項とみなす。

第二十一条 前条第二項各号の保護者がないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市
町村長 (特別区の長を含む。以下同じ。)、 居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。

第二十二条 保護者は、精神障害者 (第二十二条の四第二項に規定する任意入院者及び病院又は診療所に入院しないで行われる精神障害の医療を
継続して受けている者を除く。以下この項及び第二項において同じ。)に治療を受けさせ、及び精神障害者の財産上の利益を保護しなければならな
い 。

2保護者は、精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力しなければならない。
3保護者は、精神障害者に医療を受けさせるに当たつては、医師の指示に従わなければならない。

第二十二条の二 保護者は、第四十一条の規定による義務 (第 二十九条の三又は第二十九条の四第一項の規定により退院する者の引取りに係るも
のに限る。)を行うに当たり必要があるときは、当該精神科病院若しくは指定病院の管理者又は当該精神科病院若しくは指定病院と関連する障害者
自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者に対し、当該精神障害者の社

会復帰の促進に関し、相談し、及び必要な援助を求めることができる。
13

保護者制度とは

「保護者」は、精神障害者に必要な医療を受けさせ、財産上の保護を行うなど、患者の生活行動一般

における保護の任に当たらせるために、設けられた制度。

患者の医療保護を十分に行おうとする要請と、患者の人権を十分に尊重しようとする要請との間にあ

り、

①任意入院者及び通院患者を除く精神障害者に治療を受けさせること(22条 1項 )

②任意入院者及び通院患者を除く精神障害者の財産上の利益を保護すること(22条 1項 )

③精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力すること(22条 2項 )

④任意入院者及び通院患者を除く精神障害者に医療を受けさせるに当たつて医師の指示に従う
こと(22条 3項 )

⑤回復した措置入院者等を引き取ること(41条 )

⑥医療保護入院の同意をすることができること(33条 1項 )

⑦退院請求等の請求をすることができること(38条の4)

③⑤による引き取りを行うに際して、精神病院の管理者又は当該病院と関連する精神障害者社会復
帰施設の長に相談し、及び必要な援助を求めること(22条の2)

という役割が規定されている。

保護者となり得る人とその順位

① 後見人又は保佐人(※ ②～④の者と順位変更はできない。)

② 配偶者
③ 親権を行う者
④ ②③の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者



(医療保護入院 )

第二十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの

二 第二十四条第一項の規定により移送された者
2～ 7(略 )

(医療保護入院等のための移送 )

第三十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を
図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、保
護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第二十三条第一項の規定による入院をさせるため第二十三条の四第一項に規定する精神
科病院に移送することができる。
2～ 4(略 )

(相 談、援助等)

第二十八条 精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図
るため、その者の相談に応じ、その者に必要な援助を行い、及びその保護者等との連絡調整を行うように努めなければならない。

(退院等の請求 )

第三十八条の四 精神科病院に入院中の者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院さ
せ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求
めることができる。

(保護者の引取義務等 )

第四十一条 保護者は、第二十九条の三若しくは第二十九条の四第一項の規定により退院する者又は前条の規定により仮退院する者を引き取り、か
つ、仮退院した者の保護に当たつては当該精神科病院又は指定病院の管理者の指示に従わなければならない。

(医療及び保護の費用 )

第四十二条 保護者が精神障害者の医療及び保護のために支出する費用は、当該精神障害者又はその扶養義務者が負担する。
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疇■‡一
○ 本制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な者の権利擁護制度。

○ 高齢社会への対応及び知的障害者・精神障害者等の福祉の充実の観点から、自
=尊

東め萱舌 磁在餞

力の活用ヽノーマライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を図ることを目
的として、旧民法における禁治産制度及び準禁治産制度を改めたもの。
※「民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号 )」 による。

法定後見制度と任意後見制度に分けられる。

法定後見制度には、本人の事理弁識能力の程度により、後見、保佐、補助の3種類がある。
※審判の申立てから審判の確定までに要する期間は、おおむね4か月程度(個々の事案により異なる)。

:

一ヽ‐‐"」

:TttF驀馨11ⅢI:署
―――――一――――………¬

:

○ 本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任 (父母等親族が選任 :

される場合もある。)。                                       |
|

○ 本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第二者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選  |

○

　

○

一　
　
　
　
一
●
い
け
ｒ
一
一】

ばれる場合がある。                                     |
○ 成年後見人等を複数選ぶことも可能。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれること

i

もある。                                               :
(注 )法務省ホームページによる。                                  15



後  見 保  佐 補  助

対象者
卜1断能力が欠けているのが

通常の状態の者

卜1断能力が著しく不十分な

昔
判断能力が不十分な者

申立てをすることができる人

本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など

市町村長(注 ¬)

成年後見人等(成年後見人・

保佐人・補助人)の 同意が必

要な行為

民法13条 1項所定の行為

1注 2)(注 3)(注4)

申立ての範囲内で家庭裁

判所が審判で定める「特定

の法律行為」(民法13条 1

項所定の行為の一部)(注

lX注 2)(注 4)

取消しが可能な行為
日常生活に関する行為以外

の行為

同  上(注 2)(注 3)(注
同 上 (注 2)(注4)

成年後見人等に与えられる代

理権の範囲

材産に関するすべての法律

仔為

申立ての範囲内で家庭裁

判所が審判で定める「特定
の法律行為」(注 1)

同 左 (注 1)

法定後見制度の概要

※法務省ホームページによる。

(注 1)本人以外の者の請求により,保佐人に代理権を与える審判をする場合,本人の同意が必要。補助開始の審判や補助人に同意

権・代理権を与える審判をする場合も同様。

(注2)民法13条 1項では 借金.訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられている。

(注 3)家庭裁判所の審判により,民法13条 1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を広げることが可能。

(注4)日 常生活に関する行為は除かれる。

成年後見関係事件の概況
一平成21年 1月～ 12月一

過去5年 l_おける申立件数の推移

後 見 開 始

保 佐 開 始

補 助 開 始

0    3000  11)(X)(D  15.(X)0 20.000 250(X) 30.0()0 350()0 4000()(件 )

(注 1) 各年のrl数 は, それぞれ当該年の 1月 から 12月 までに中立てのあつた 1牛 数である。

(注 2) 平成 21年 1月 から同年 12月 までの任意後見契約締結の登記は合計7.8()9件 であ

り.平成 12年 4月 から平成 21年 12月 までの豊記 1牛 数素計は4().792件 である (

法務省民事周による.).              
※ 裁 判 所 HPより
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威年後見制度利用支援事業

【概要】
障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障

害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者
の権利擁護を図る。
[地域生活支援事業費補助金]

【実施主体】
市町村 (共同実施も可能)(指定相談支援事業者等へ委託することができる。)

【対象者】
障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者又は精神障害者であり、後

見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困
難であると認められる者。

【事業の具体的内容】
成年後見制度の申立てに要する経費 (登記手数料、鑑定費用)及び後見人等の報酬の全

部又は一部を助成する。

成年後見需J度研究会報告書

(平成22年7月成年後見制度研究会)(抄 )

18

, 屋 瘤 日 音

(1)問題の所在等

現在,成年被後見人など医療行為の是非について判断する能力を有しない者
に 対 I″て 医 繕 得 漁 募 鍋 降 に ■itのよ うな プ ロ セ ス 滲 経 ム 継 募 が あ る の か ― 例

えば,医療行為を受ける者の家族等に対して十分なインフォームドコンセントを行
い,その家族等から当該医療行為について同意を得た上で医療行為を行うものと
するなど―を一般的に定める法令又はガイドライン等は存在しない。¬・2

・1平成11年 の成年後見制度導入の際の手術・治療行為その他の医的侵襲に関する決定権・同意権

に関する規定を導入することが見送られた経緯については,小林昭彦=原司「平成―一年民法一部

改正法等の解説」269頁参照。
・ 2ただし,終末期医療については「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(平成19年 5月

厚生労働省)がある。

したがつて,本人が医療行為の是非について判断する能力を有しない場合に
おいて,医療機関が成年後見人等に対して本人に対し医療行為を行うことにつ
いて同意することを求めても.威年後見人等としてはその求めに応じて医療行
為 に 曰 音 オ ス

「

ル が で 壷 力■ 、措 1■ IFふム とい え る 。

(続く)

19



しかしながら,実際上は日家族等の身害りがない本人に対して医療行為を
行う際にはe医療機関力

'本
人に対する医療行為について威年後見人等の同意

を求める場合がある。研究会では,成年後見人等は,インフルエンザの予防接

種など本人に対する医的侵襲が軽微であり.その医療行為の副作用が発症す

る可能性がそれほど高くないような場合には同意することを迷わないが'3,そ

の手術が生命に危険を及ぼす場合や手術をしなくとも生命に別状はないが手術

をしないと身体に障がいが残る可能性が高いというような場合には同意すべきか

どうか悩ましいといった実情が紹介された。
・ 3 予防接種法第8条第2項は保護者である成年後見人において、本人に予防接種を受けさせるよう

努力義務を課している。

この点に関連し,医療機関の中には.本人が医療行為の是非について判断す

る能力を有しない場合において手術等の重大た医療行為を行う臨には“植数

の専 F壼家等により構成する委員会等において判断する能力を有しな い者に対

して医椿行密を行うこルが薯当か litう かを塞杏 1″た上でぃ威生餡車人等の国

資が /A・くとも_当諺臓磨行為を行って LヽるルころがあこJ,この問題の解決方法

を検討する際に参考になる。

(続く)

20

(2) 在ミ言寸

研究会においては,成年後見人等が医療行為について同意できないことによ
り.本人に対する医療行為が適切に行うことができないという結果が生じな
いようにする必要があるが,同時に,この問題は,インフォームドコンセントが
董源される粁会にあつて,医磨行為の内容み狸鯉 l″て自■の音興塾申丼案EH

することができない者に対する医療行為を行うために.どのようなプロセス

を 経 る べ き か と い う 問 題 の ― つ の 表 れ で あ つ て ,甫存 鮨 笙 目 A ttrrπ鳳崎 7捨 計

して解決できる問題ではなく.医療同意の在り方全般を検討していく中で.併
せて検討対象とされるべき問題であるとの認識が大勢を占めた。

そして,この問題については,9後とも各方面において更に検討を行っていく

塾亜があるとされた。

21



<目 的>
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービ

丞の理星L関する援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援する。

<実施主体>
都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会。ただし、事業の一部を、市区町村社

会福祉協議会等 (基幹的社協等)に委託できる。平成21年度末現在の基幹的社協等は748カ所。

<対象者>
判断能力が不十分な者であり、かつ本事業の契約の内容について判断し得る能力を有している

と認められる者。*平成21年度末実利用者数 (3月 末時点の実数)は、31,968人 。

<援助内容>
① 福祉サービスの利用援助
② 苦情解決制度の利用援助
③ 住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に

関する援助等
④ ①～③に伴う援助として「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用

者の日常生活費の管理(日 常的金銭管理)」「定期的な訪間による生活変化の察知」

具体的には、利用者との契約に基づいて、福祉サービス申請の助言や同行、サービスの利用料
の支払い、公共料金の支払い等の日常的金銭管理等を実施。(lヶ月の平均利用回数は約2回、

利用料の平均1回 1,200円 )

第4回全国家族ニーズ調査報告書

ず1煎蠣 :||111‐‐1-……………………………………‐―………―――・
1.調査方法
○ 全家連から各家族会経由で会員に調査票を郵送。

○ 有効回答数 2,844票 (回収率 31.1%)
※回答者の年齢 60歳代:36.6%、 70歳代:26.6%、 80歳以上:7.90/0

※回答者の続柄 母:52.4%、 父:19.2%、 きょうだい:9.5%

2.調査対象

○ 活動中の1,307家族会の中から4分の1の確率で無作為抽出。
→ 327家族会、会員9,243名 を抽出。

3.調査項目
○ 保護者の続柄および選任の状況
○ 家族が果たせる保護者の任務
○ 保護者制度の見直し

○ 今後の保護者制度に対する期待  等

4.調査時点
2005年 11月 1日
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保護者の置かれている現状
第4回全国家族ニーズ田査報告書

―精神障害者と家族の生活実態と意識調査―

父と母,70% n=2、 844

→ 保護者の約7割が父母である。

保護者は決まつ

ていない,20%

成年後見人 保

佐人,01%

市町村長,00%

保護者続柄

おじ おば
,

04%

子,05%

24

家族が果たせる保護者の任務
(複数回答 )

保護者制度の見直し

(複数回答 )

500%

600%

300%

200%

100%

54.198
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３
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731%

nE2,844

700%

80096

600%

500%

550%
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今後の保護者制度に対する期待
350% |

300% |      ―

250%1 23.3%

200% |

1000/●  |

9.4%   9.。 %
150%| | 1  12,5°/o    _

調査結果 (

成年後見制度の利用の有無

５．２％
目
目
が

成年後見制度を利用しない理由

目

髯
♂〆ご〆/〆 び〆

  ♂辟 已
26

成年後見制度関係 )

法定後見

制度を利

用 ,2.0°/0

無回答 ,

103%

家族は利

用させたい

が、本人が 本人は利

用したがっ

ているが、

家族が反

対,01%

→ 成年後見制度を利用していない者の中には、

利用方法や費用負担の問題が解決すれば利用
に転じる潜在的なケースが一定程度存在する。

潮扁ι/_‐ιl

″t費用負

働 り 配
′イ.3%

〃扁ιたιl

″1務 の

仕か ∽

″1らる。ιl,

反対,33%

わからな
い,180%

→ 精神障害者やその家族のほとんどが成年後見制
度を利用していない。



Ⅲ 入院制度について

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく入院形態について

11措 置入院/緊尋措置入院 (港笙39条ィホ第22参Q22J
【対象】入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者
【要件等】精神保健指定医2名 の診断の結果が一致した場合に都道府県知事が措置

(緊急措置入院 |よ 、急速な入院の必要性があることが条件で、指定医の診察は1名 で足りるが、入院期間
は72時間以内に制限される。)

L_r__琴療保護入院 (法第33条)|

対象】入院を必要とする精神障害者で、自傷他害のおそれはないが、任 う状態にない者
【要件等】精神保健指定医 (又は特定医師)の診察及び保護者 (又は扶養義務者)の 同意が必要

(特定医師による診察の場合は12時間まで)

4任意入院 (法第22条の3)

【対象】入院を必要とする精神障害者で、入院について、本人の同意がある者
【要件等】精神保健指定医の診察は不要

28

_o_応急入院(法第33条の4)

【対象】入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、保護者の同意が得られ
【要件等】精神保健指定医(又は特定医師)の 診察が必要であり、入院期間はフ2時間以内に制限される。

(特定医師による診察の場合は12時間まで)
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措置入院の流れ (第 29条)

・一般人 (第 23条 )、

・警察官 (第24条 )、

・検察官 (第 25条 )、

・保護観察所の長
(第 25条の2、 第
26条の3)、

・矯正施設の長 (第 2
6条 )、

・精神科病院の管理

者 (第 26条の2)等

(第 38条の4)

・都道府県知事に対し、本人又は保
護者が請求可能

含
▲
目
日
轟
磁
上

医療保護入院の流れ (第33条 )

・精神科病院の管理者の判断

(第 38条 の4)

・都道府県知事に対し、本人又は
保護者が請求可能

曾
Ａ
旧
国
留
Ｖ



精神医療審査会 (精神保健福祉法第12-15条 )

(事務:精神保健福祉センター)

委員構成員(1合議体あたり5名 )は、その学識経験に基づき独立して職務を遂行
都道府県知事が下記の者から任命 (任期2年 )

☆ 精神科医療の学識経験者 2名 以上 (精神保健指定医に限る)

☆ 法律に関する学識経験者 1名 以上 (弁護士、検事等)

☆ その他学識経験者 1名 以上 (社会福祉協議会の役員、公職経験者等)

精神科病院の管理者からの
☆ 医療保護入院の届出
☆ 措置入院、医療保護入院患者の

定期病状報告

<知事による審査の求め>

入院中の者、保護者等から

★ 退院請求
★ 処遇改善請求

<知事による審査の求め>

つ
４

う
０

精神医療審査会における審査の状況

1.定期報告、退院等請求の審査状況

2.実地審査 (法第38条の6第 1項)の状況

資料 :平成20年度衛生行政報告例

平成20年度

<速やかに審査結果通知> <速やかに審査結果通知>

都‐道 府 県 知 事 口 指 定 ‐都 市 の 長
審査会の審査結果に基づいて都道府県知事。指定都市の長は退院命令等の措置を採らなければならない

(審査会決定の知事への拘束性)・ ……1,…・法第38条の3第 4項、法第38条の5第5項

定期報告 (医療保護入院) 定期報告(措置入院) 退院請求 処遇改善請求

審査件数

審査結果

審査件数

審査結果

審査件数

蟹査結果

審査件数

蕃査結果

他の

入院形態
への移行
が適当

入院継続
不要

他の
入院形態
への移行
が適当

入院継続
不要

入院又は

処遇は

不適当

入院又は

処遇は

不適当

11 1

割  合 0003: 0093`

実地審査の実が件数 審査の結果処遇改善命令 審査の結果退院命令

意

院
任

入

置
院

措

入

療

護

医

保

急

院

応

入
合計

意
院

任
入

措置

入院

療
護

医
保

急

院
応

入
合 計

意
院

任

入

置
院

措

入

療

護
医
保

応急
入院

合計

全国計 447` 1417.15( 1

資料 :精神・障害保健課調
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入院形態別在院患者数の推移

出

'i
,そ 0他  Ittl i l鷲 難 疇置嫁

資料 :精神・障害保健課調

(各年6月 30日 現在 )
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入院形態別・在院期間別の患者割合

(平成19年6月 30日 現在)

任意入院

医療保護

入院

資料 :精神・障害保健課調

措置入院



年齢別措置入院者数
5′000

4′ 500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

●65歳以上

目40歳 以上65歳 未満

120歳 以上40歳 未満

■20歳 未満

+― -1

|

42
26     5941    1

|   ‐ |‐|  {10%) (14%) {32.196)
|  1/｀ ~́4 1  1

平成10年度  平成11年度  平成12年度  平成13年度  平成14年 度  平成15年度  平成16年度  平成17年度  平成18年度  平成19年度 |
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|__ムリ3

年齢別医療保護入院者数

|

|

■65歳以上

盪40歳以上65歳 夫満

120歳以上40歳夫満

■20歳未満|      ■乙υらX′ ″`コ

1_           1

平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年 度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度  平成18年度 平成19年度 |

L__
37



年齢別任意入院者数 口65歳 以上

錮40歳 以上65歳未満

■20歳 以上40歳未満

日20歳未満

平成lo年度  平成11年 度  平成12年度 平成13年度 平成14年度  平成15年度 平成16年度  平成17年 度  平成18年度 平成19年度

医療保護入院者数
(疾患分類別)

資料 :精神・障害保健課調
(平成19年 6月 30日 現在 )

医療保護入院者の推
(疾患分類別)

資料 :精神・障害保健課調
(各 年6月 30日 現在)

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

がが7
(参考 )

医療保護入院者 (総数)121,868人
入院患者 (総数)    316′ 229人

※ 1申■‐内の数値は、入院患者総数 (疾患分類別)に

占める割合

気分 (感情 )

障害

6,454 『２‐，４３３人⑩回
統合失調

症、統合失

調症型障害

及び妄想性

障害
70,579人

(579%)

認知症 (ア

ルツハイ

マー病型認

知症、血管

性認知症 )

23,402人

∫
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入院患者全体に占める認知症患者の割合
14000% ・―一―――――

―― ―― ― II藤戸 _~~~=
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医療保護入院の保護者の内訳

市区町村長 :

7.7%

子 :14.7% 兄弟(姉妹 ):

30.6% □兄弟 (夕市妹 )

1 機両親

Ell配 イ呂者

□子

慇市区町村長

餞その他

n=6,992

配偶者:IC5%

出典 :「精神病床の利用状況に関する調査」より(平 成19年度厚労科研「精神医療の質的実態把握と最適化に関する総合研究」分担研究 )
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Ⅳ ワーキングチームについて

保護者制度 日入院制度 についての検討

1 スケジュール

「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年 6月 29日 閣議決定)を踏
まえ、保護者制度、入院制度のあり方について検討を進める。

42

3 個別分野における基本的方向と今後の進め方

(4)医療

O 精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる「保護者制度」の見直し等も含め、

検討し、平成24年 内を目途にその結論を得る。

その在り方を

①検討チーム (第 lRのメンバー)を開催
・保護者制度についての現状の整理と意見聴取
ロワーキングチームの設置について

※民法、刑法等法律等の専門家、医療機関関係者、福祉・相談支援関係者、自治体関係者、
当事者・家族で構成。10数名程度を想定。

② ll月 ～12月

ワーキングチームによる検討を開始

(来年夏を一定の目途 )

※定期的に検討チーム (第 lRメンバー)を開催し、ワーキングチームの検討状況を報告。

2論 点

(1)保護者に課せられた義務の法的意義とあり方
(2)医療保護入院等入院制度のあり方
(3)そ の他
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平成22年 10月 21日 現在

氏 名 所属・役職

磯部 哲 慶應大学法科大学院 准教授

岩上 洋一 特定非営利活動法人 じりつ 代表理事

上原 久 社会福祉法人 聖隷福祉事業国地域活動支援センターナルド センター長

河崎 建人 社団法人 日本精神科病院協会 副会長 (水間病院院長 )

久保野 恵美子 東北大学大学院法学研究科 准教授

鴻巣 泰治 埼玉県立精神保健福祉センター 主幹

白石 弘巳 東洋大学ライフデザイン学部 教授

千葉 潜 医療法人 青仁会青南病院 理事長

野村 忠良 東京都精神障害者家族会連合会 会長

広田 和子 精神医療サバイバー

堀江 紀― 特定非営利活動法人 世田谷さくら会 理事

町野 朔 上智大学法学研究科 教授

良田 かおり

六本木 義光 岩手県県央保健所長

(五十音順、敬称略 )

保護者制度 日入院制度に関するワーキングチーム構成案
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